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最近まで
お住まいだった方は

こちら
※住まなくなった日の

3年目の年の
12月31日まで

空き家を
相続した方は
こちら
※2023年
　12月31日まで

本特例が
適用された場合

譲渡所得 3，000万円特別控除の適用※1

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き
家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家（除去後の敷地を含む）
の有効活用を促進するため、空き家の売却に係る特例措置が平成31年度税
制改正により以下の通り延長・拡充されます。

※1.本特例が適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得＝譲渡価額-取得費（譲渡価額×5％※2）-譲渡費用（除却費用等）-
特別控除3，000万円
※2.取得費が不明の場合、譲渡価額の5％で計算

被相続人の
居住用家屋
及びその敷地

空き家

更地

相続

取壊し 耐震リフォーム
（耐震性がある
 場合は不要）

イメージ図

譲渡 譲渡

※2の要件は平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋または被相続人居住家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

改正内容
POINT！

昭和56年5月31日以前に建築された家屋で（区分所有建物を除く）相続時から3
年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供してい
た家屋を相続した相続人が、当該家屋（その敷地を含む。また、耐震性のない場合
は耐震リフォームをしたものに限る）または取壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋または土地の譲渡所得から3，000万円を特別控除する制度です。

1.本特例措置が4年間延長されます
2.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象に加えられます

自宅売却、相続財産のお困り事は「ウスイホーム」へご相談ください。
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●譲渡所得税の計算方法

「所有期間5年超（長期譲渡所得）」
「譲渡した年の1月1日において、
所有期間が5年を超えている場合。

※平成25年から令和18年（2037年）までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1％を所得税と
　併せて申告・納付することになります。

購入
代金

購入時の
諸費用

売却時の
諸費用
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居住用財産3,000万円の
特別控除の特例」とは
「 空き家3,000万円

特別控除」とは
「

（1）自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋
や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。※住んでいた家屋又は住
まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。イ.その敷地の譲渡
契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで
に売ること。ロ.家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供し
ていないこと。（2）売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例
若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。（3）売っ
た家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。（4）災害によって
滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。※東日本大
震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から７年を経過する日の属する年の12月31日までとなりま
す（東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて（個人の方を対象とした取扱い））。
（5）売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする
親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。※（特定増改築等）住宅借入金等特別控
除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合に
は、その適用を受けることはできません。また、入居した年の翌年又は翌々年中に、（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、（特定増改築等）住
宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

「3,000万円の特別控除の特例」を受けるための適用要件

不動産の所有期間による税率の違い

長期譲渡
所得金額 × 20％

（所得税15％＋住民税5％）

「所有期間5年以下（短期譲渡所得）」
譲渡した年の1月1日において、
所有期間が5年以下の場合。

短期譲渡
所得金額 × 39％

（所得税30％＋住民税9％）

譲渡所得

売却代金
(譲渡収入)

マイホーム（居住用財産）を売った場合、所有期間の長短に
関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる
特例が受けられます。


